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第14条（合意管轄裁判所）
　この約款に関する一切の紛争については、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則　平成２７年１月１５日より適用します。
令和6年1月1日一部改正

表金料）VTトーマスんゃちコト（ 2-BTSスラプルブーケ　A表別

商品 初期費用 月額利用料 備　考 最低利用金

ケーブルプラスSTB-2
（トコちゃんスマートTV）

￥5,500 ¥1,628
放送サービスとひかりdeネットを
ご利用の方がお申し込みできま
す。

1年

※ 上記はケーブルプラスSTB-2の初期費用となります。放送サービス、インターネット接続サービスをご利用
いただいていないお客様は別途お申し込みされるサービスの初期費用がかかります。

ケーブルプラスSTB-2 オプション 料金（一括払い） 備　考

外付けHDD（1TB） 　￥8,800
当社指定のケーブルプラスSTB-2専用外付けハードディ
スク（容量1TB）となります。本製品は売切り販売となりま
す。

外付けHDD（２TB） ￥11,000
当社指定のケーブルプラスSTB-2専用外付けハードディ
スク（容量2TB）となります。本製品は売切り販売となりま
す。

※ケーブルプラスSTB-2（トコちゃんスマートTV）へのご加入が必要です。

各種手数料 料　金 備　考

領収書・請求書・料金明細等
発行にかかる手数料 1通各￥110/月 発行月の翌月にご請求となります。

解約手数料 ￥2,200

ケーブルプラスSTB-2
リモコン費用

（交換・紛失・破損時）
￥3,000/台（不課税）

ケーブルプラスSTB-2
損害金 ￥55,000

ケーブルプラスSTB-2の未返却、利用者の
責に帰すべき事由による紛失・故意による破
損時

特殊工事 別途見積

トコちゃんスマートTVサービス加入契約約款/(ケーブルプラスSTB-2)

株式会社トコちゃんねる静岡（以下「甲」といいます）と甲が提供するトコちゃんスマートTVサービスを受ける者（以下
「乙」といいます）との間に締結される契約（以下「加入契約」といいます）には、この約款を適用するものとします。

第１条（提供サービス）
　この約款において、トコちゃんスマートTVサービスとは、甲が、ケーブルプラスSTB-2（以下「C+STB-2」とい
います）及びその付属品（以下「C+STB-2等」といいます）を用いて提供する、放送サービス、インターネット接
続サービス（付加機能のセキュリティサービスを含む。以下同じ。）、及び甲の提携事業者が提供するセキュリティ
サービスのセットサービスをいいます。

２．前項のトコちゃんスマートTVサービスには、加入契約に基づき、電話、アプリケーション及びデジタルコンテンツの
サービスを追加することができます。

３．トコちゃんスマートTVサービスに係る料金は、別紙Aに定める月額料金、工事代、手数料等（以下「料金等」といい
ます）とします。

第２条（提供サービスに係る約款等の適用）
　この約款に別に規定する場合を除き、甲が提供する放送サービスについては「放送施設加入約款」が適用される
ものとします。この場合において、C+STB-2等については、当該約款に定めるデジタルセットトップボックス等と
して、当該約款の規定が適用されるものとします。

２．この約款に別に規定する場合を除き、甲が提供するインターネット接続サービスについては「インターネット接続
サービス契約約款」「カスペルスキーマルチプラットフォームセキュリティ利用規約」が適用されるものとします。

３．甲の提携事業者が提供するセキュリティサービスについては、トレンドマイクロ株式会社がウイルスバスターを
提供します。トコちゃんスマートTVサービスの提供を受けるためには、トレンドマイクロ株式会社が別に定める規
約に同意し、利用条件等を遵守していただくことが必要です。

４．この約款に別に規定する場合を除き、前条第２項の電話サービスについては「ケーブルプラス電話ご利用規約」
又は「ひかりdeトーク(S)契約約款」が適用されるものとします。その他の追加サービスのうち、甲の提携事業者
が提供するサービスの提供を受けるためには、各提携事業者が定める規約に同意し、利用条件等を遵守いただく
ことが必要です。

５．前２項の提携事業者が提供するサービスについては、提供事業者により、サービスの一部又は全部を変更もしく
は終了される場合があります。甲は、このサービスを利用した場合に生じた情報等の破損や滅失等による損害又
は知り得た情報等に起因する損害については、甲の故意又は重大な過失による場合を除き、その責任を負わな
いものとします。

第３条（加入契約の成立）
　加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所定事項を記載のうえ甲に提
出し、甲がこれを承諾したときに成立します。加入申込者から加入申込書の提出があった場合でも、甲は、次の場
合には、加入申込者の申込を承諾しないことがあります。
（１）加入申込者が料金等その他この約款に定める債務の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
（２）その他加入申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められた場合
（３）加入申込者が成年被後見人であり後見人が代理していない場合、又は加入申込者が未成年者であり法定

代理人の同意を得ていない場合
（４）その他やむを得ない事由がある場合

第４条（料金等の支払）
　乙は、別紙Aに定める料金等を、次の各号の定めに従い甲に支払うものとします。
（１）乙は、甲に対し、加入契約時に工事代を支払うものとします。
（２）乙は、甲に対し、トコちゃんスマートTVサービスの提供を受け始めた日が属する月の翌月から月額利用料

を支払うものとします。
（３）乙は、甲に対し、甲が指定する銀行口座への口座振替により、料金等を支払うものとします。この場合におい

て、領収書は発行しません。なお、甲と乙の合意により、その他の方法で料金等を支払うこともできるものと
します。

第５条（au　IDの提供）
　乙は、KDDI株式会社が別に定める「au　ID利用規約」に同意するものとします。またC+STB-2１台につき「au　
ID」１個が予め提供されますので、加入契約時に暗証番号を設定するものとします。

２．乙は、C+STB-2上で利用されたコンテンツに対する課金及び問い合わせ等の対応の為に、甲が、前項で払い出
された「au　ID」が設定されているC+STB-2の機器情報をKDDI株式会社およびJCOM株式会社へ提供す
ることについて承諾するものとします。

３．第１項で提供された「au　ID」は、乙がトコちゃんスマートTVサービスを解約した場合でも自動的には解約され
ません。なお、解約を希望する場合には、乙が、KDDI株式会社に対し解約手続きを行うものとします。

第６条（最低利用期間）
　トコちゃんスマートTVサービスの最低利用期間は、1年とします。
２．乙は、最低利用期間満了日前に加入契約を解約する場合は、料金表に定める解約手数料に加え、最低利用期間
満了日までの利用料を違約金として甲に対して別途支払うものとします。

第７条（加入契約の有効期間）
　加入契約の有効期間は、加入契約成立日から１年間とし、加入契約期間満了の１０日前までに甲及び乙いずれか
らも、更新しない旨の意思表示のない場合、加入契約は、引き続き１年間の期間をもって自動的に更新するもの
とし、以後も同様とします。

第８条（責任事項）
　甲が、甲の責に帰すべき事由により、トコちゃんスマートTVサービス全ての提供を、１ヶ月のうち連続して引き続
き１０日以上行わなかった場合は、当該月分の料金は第１条第３項の規定にかかわらず無料とします。

２．天災・衛星の機能停止その他甲の管理が及ばない事由により、トコちゃんスマートTVサービスの提供ができな
かった場合には、乙は甲に対して料金等の減免又は賠償の請求ができないものとします。

３．第２条第３項に規定するセキュリティサービスについて、そのセキュリティソフトウエアに不具合が発生した場合
及びそのセキュリティソフトウエアの動作不良等により損害が発生した場合には、乙は甲に対して料金等の減免
又は賠償の請求ができないものとします。

第９条（料金等の変更）
　甲は、社会情勢の変化、トコちゃんスマートTVサービスの内容の変更等に伴い、第１条第３項の料金等を改定で
きるものとします。この場合において、甲は、改定の１ヶ月前までに乙に通知します。

第10条（約款の変更）
　甲は、必要に応じ、この約款を変更することができるものとします。この約款が変更された場合は、当該変更後の
約款が乙に適用されるものとし、トコちゃんスマートTVサービスの提供条件等は、当該変更後の約款によるもの
とします。

第11条（準用）
　放送施設加入約款第９条（一時停止）、第１１条（名義変更）、第１２条（加入契約の解除・解約）、第１４条（乙の義務
違反による停止・解除）、第１８条（個人情報の保護）、第２２条（特約事項）の規定は、トコちゃんスマートTVサービ
スについて準用します。この場合において、それぞれの規定中「本件サービス」とあるのは「トコちゃんスマート
TVサービス」と、「第３条」とあるのは「第１条第３項」と読み替えるものとします。

第12条（協議）
　この約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた時は、甲乙誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。

第13条（準拠法）
　この約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。




